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平成 年 月 日（金）

号外第 号

15 11 28

155

毎週火 金曜日発行･

職務 級 級 級 級 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

の １ ２ ３ ４

１

２

３

４

５

６

７

８

９

120,600 218,200 262,300 313,800

124,300 226,200 270,800 323,700

128,100 234,600 279,400 333,600

131,900 243,500 288,000 343,300

134,400 252,500 296,400 352,700

138,800 260,900 304,800 361,900

143,300 279,400 310,900 370,900

148,500 288,000 320,200 379,600

154,300 296,400 329,500 388,000

10 160,200 304,800 338,700 395,300

11 166,500 310,900 348,000 404,600

12 177,400 320,200 357,200 413,200

◇ 現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則（ ）（小中学校課）………………………

◇ 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程（ ）（総務課）……………

現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県教育委員会委員長 多 彬 臣

現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則

第 条 現業職員 給与 関 規則（昭和 年鳥取県教育委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

別表第 次 改 。

別表第 （第 条関係）

現業職給料表（ ）

教委規則

病院局管

理規程

鳥取県教育委員会規則第 号

の に する の を する

の に する の を する

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のように する

を のように める

ア

16

15 11 28

32

１

７ ４

１ ９

１

１ ２

１

16

目 次

教 育 委 員 会 規 則
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13 184,400 329,500 366,100 421,100

14 190,200 338,700 374,800 426,900

15 195,500 348,000 382,300 432,500

16 205,700 357,200 387,800 436,300

17 213,300 366,100 392,800 440,000

18 221,100 374,800 400,500 443,900

19 229,000 382,300 405,200 447,500

20 236,400 387,800 409,400 451,100

21 252,500 392,800 412,900

22 260,900 396,200 416,600

23 269,300 399,700 420,100

24 277,600 403,100 423,600

25 285,700 406,500 427,100

26 296,400 409,900

27 304,800 413,300

28 313,100 416,700

29 321,100

30 328,500

31 335,900

32 343,100

33 348,600

34 353,300

35 357,300

36 360,600

37 363,400

38 366,300

39 368,800

40 371,300

41 373,800

42 376,400

43 379,000

44 381,600

150,100 187,400 215,300

職 務 級
給 料 月 額

第 類 第 類 第 類

級 円 円 円

の
１ ２ ３

１

イ

の に する の を のように する

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた に める

現業職給料表（ ）

第 条 現業職員 給与 関 規則 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

２

２



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号15 11 28 155 3

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条 関係）

調 整 基 本 額 表

職員
区

分

職務
級

調 整 基 本 額

再任

用職

員以

外

職員

級

円。 、 号給

号給

円

号給

号給

円

号給

号給

円

号給

号給

円

級

円。 、 号給

号給

円

号給

号給

円

級

円。 、 号給

号給

円

号給

号給

円

級

円。 、 号給

号給

円

再任

用職

員

級

第 類 円

第 類 円

第 類 円

別表第 （第 条 関係）

調 整 基 本 額 表

職員
区

分

職務
級

調 整 基 本 額

再任

用職

員以

外

職員

級

円。 、 号給

号給

円

号給

号給

円

号給

号給

円

号給

号給

円

級

円。 、 号給

号給

円

号給

号給

円

級

円。 、 号給

号給

円

号給

号給

円

級

円。 、 号給

号給

円

再任

用職

員

級

第 類 円

第 類 円

第 類 円

１ ３ ２ ２

１

１

２

１

６

７

３

１

６

７

４

１

９

１

１

２

３

１ ３ ２ ２

１

１

２

１

６

７

３

１

６

７

４

１

９

１

１

２

３

の の

の
の

の

ただし から

まで

から

まで

から

まで

から

まで

ただし から

まで

から

まで

ただし から

まで

から

まで

ただし から

まで

の の

の
の

の

ただし から

まで

から

まで

から

まで

から

まで

ただし から

まで

から

まで

ただし から

まで

から

まで

ただし から

まで

10,200

11

5,100

12

15

6,500

16

20

8,500

21

25

9,800

10,800

9,800

10

10,200

11,300

10,200

17

10,800

11,900

11,300

5,100

6,500

8,500

10,300

11

5,200

12

15

6,600

16

20

8,600

21

25

9,900

11,000

9,900

10

10,300

11,400

10,300

17

11,000

12,000

11,400

5,200

6,600

8,600

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（最高号給 超 給料月額 切替 等）

平成 年 月 日（以下「切替日」 。） 前日 職務 級 最高 号給 超 給料月

額 受 職員 切替日 給料月額 、切替日 前日 者 給料月額 対応 附則別

表 新給料月額欄 定 給料月額 、 受 期間 通算 期間 、教育委員会 定

。

１ １

２ １

この は から する

を える の え

という の において の における の を える

を けていた の における は の におけるその の に する

の に める とし これを ける に されることとなる は が

める

15 12

15 12
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１ ２ ３ ４

８ ５

２

１

２ ２

３ １

２

４

５

６

７

８ ５

２

１

２ ２

３ １

２

４

５

６

７

級 級 級 級

旧給料月額 新給料月額 旧給料月額 新給料月額 旧給料月額 新給料月額 旧給料月額 新給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条関係）

医療職給料表（ ）

職務 級 調 整 基 本 額

級 円

級 円。 、 号給 円

級 円。 、 号給 円

号給 円

級 円

級 円

級 円

級 円

別表第 （第 条関係）

医療職給料表（ ）

職務 級 調 整 基 本 額

級 円

級 円。 、 号給 円

級 円。 、 号給 円

号給 円

級 円

級 円

級 円

級 円

388,600 384,200 424,900 420,100 435,500 430,600 459,900 454,700

391,300 386,800 428,400 423,500 439,100 434,100 463,600 458,300

394,000 389,400 431,900 426,900 442,700 437,600 467,300 461,900

396,700 392,000 435,400 430,300 446,300 441,100 471,000 465,500

399,400 394,600 438,900 433,700 449,900 444,600 474,700 469,100

6,100

8,000 7,947

9,600 9,243

9,562

10,200

11,200

12,000

13,000

6,200

8,100 7,983

9,700 9,319

9,648

10,300

11,300

12,100

13,200

ア

の

ただし

ただし

ア

の

ただし

ただし

（委任）

前項 定 、 規則 施行 関 必要 事項 、教育委員会 定 。

附則別表

最高号給 超 給料月額 切替表

鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県営病院事業管理者 林 喜 久 治

鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部 改正 規程

第 条 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程（平成 年鳥取県病院局管理規程第 号） 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。

３

１ ７ ７

に めるもののほか この の に し な は が める

を える の

の に する の を する をここに する

の に する の を する

の に する の を のよう

に する

の の の が かれた この において という を に

する の の が かれた に める

15 11 28

鳥取県病院局管理規程第 号７

病 院 局 管 理 規 程
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イ

の

ただし から まで

から まで

から まで

から まで

ただし から まで

から まで

ただし から まで

から まで

ただし から まで

ウ

の

イ

の

ただし から まで

から まで

から まで

から まで

ただし から まで

から まで

ただし から まで

から まで

ただし から まで

ウ

の

現業職給料表（ ）

職務 級 調 整 基 本 額

級 円。 、 号給 号給

円

号給 号給

円

号給 号給

円

号給 号給

円

級 円。 、 号給 号給

円

号給 号給

円

級 円。 、 号給 号給

円

号給 号給

円

級 円。 、 号給 号給

円

現業職給料表（ ）

職務 級 調 整 基 本 額

級 第 類 円

第 類 円

第 類 円

現業職給料表（ ）

職務 級 調 整 基 本 額

級 円。 、 号給 号給

円

号給 号給

円

号給 号給

円

号給 号給

円

級 円。 、 号給 号給

円

号給 号給

円

級 円。 、 号給 号給

円

号給 号給

円

級 円。 、 号給 号給

円

現業職給料表（ ）

職務 級 調 整 基 本 額

級 第 類 円

第 類 円

第 類 円

１

１ １

２ １ ６

７

３ １ ６

７

４ １ ９

２

１ １

２

３

１

１ １

２ １ ６

７

３ １ ６

７

４ １ ９

２

１ １

２

３

10,200 11

5,100

12 15

6,500

16 20

8,500

21 25

9,800

10,800

9,800

10

10,200

11,300

10,200

17

10,800

11,900

11,300

5,100

6,500

8,500

10,300 11

5,200

12 15

6,600

16 20

8,600

21 25

9,900

11,000

9,900

10

10,300

11,400

10,300

17

11,000

12,000

11,400

5,200

6,600

8,600

第 条 鳥取県病院局企業職員 給与 関 規程 一部 次 改正 。

別表第 別表第 次 改 。

２

１ ３

の に する の を のように する

から までを のように める
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別表第 行政職給料表（第 条関係）１ ３

職員

区 分

級 級 級 級 級 級 級 級 級 級 級

号給

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

の 職務 級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

の １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10 11

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

再任用職員
以外 職員

再任用職員

の

－ － 184,400 218,200 235,700 256,300 275,600 296,800 330,300 367,900 416,000

134,400 170,700 191,400 226,200 244,600 265,200 284,800 306,800 342,300 380,000 430,200

138,800 177,400 198,600 234,600 253,700 274,200 294,300 316,900 354,200 392,200 444,500

143,300 184,400 205,700 243,500 262,300 283,300 304,100 327,200 366,000 404,400 458,800

148,500 190,200 213,300 252,500 270,800 292,400 313,800 337,600 377,600 416,700 472,700

154,300 195,500 221,100 260,900 279,400 301,600 323,700 348,000 389,000 428,700 486,700

160,200 200,700 229,000 269,300 288,000 310,900 333,600 357,800 400,500 440,500 500,500

166,500 205,800 236,400 277,600 296,400 320,200 343,300 367,300 412,100 451,700 514,400

171,100 210,700 242,800 285,700 304,800 329,500 352,700 376,700 423,500 462,800 528,200

174,600 215,100 249,200 293,600 313,100 338,700 361,900 386,000 434,300 473,400 542,000

177,600 219,500 255,400 301,300 321,100 348,000 370,900 395,300 444,000 482,900 553,100

180,300 223,700 260,900 308,600 328,500 357,200 379,600 404,600 453,400 491,600 560,200

182,800 228,000 266,400 315,600 335,900 366,100 388,000 413,200 461,100 499,000 567,100

184,800 231,200 271,400 322,400 343,100 374,800 395,000 421,100 467,500 505,900 573,100

186,800 234,100 276,500 328,400 348,600 382,300 400,500 426,900 474,000 510,300 577,700

188,400 237,200 281,000 334,000 353,300 387,800 405,200 432,500 478,500

240,100 285,000 337,600 357,300 392,800 409,400 436,300 482,800

243,000 288,700 340,900 360,600 396,200 412,900 440,000 486,900

244,800 291,900 344,000 363,400 399,700 416,600 443,900

294,200 346,300 366,300 403,100 420,100 447,500

296,100 348,500 368,800 406,500 423,600 451,100

298,100 350,800 371,300 409,900 427,100

300,000 353,000 373,800 413,300

302,000 355,200 376,400 416,700

303,900 357,600 379,000

305,700 359,800 381,600

307,600 362,100

309,600 364,300

311,500

313,400

315,300

317,100

150,100 187,400 215,300 251,700 269,000 292,800 309,700 331,300 365,800 400,400 453,100
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別表第 医療職給料表（第 条関係）
医療職給料表（ ）
２ ３

１ア

職員 区分
職 務 級 級 級 級 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

再任用職員
以外 職員

再任用職員

の
の

の

１ ２ ３ ４

１ －

２

３

４

５

６

７

８

９

295,800 347,000 425,700

235,900 311,900 363,600 438,500

245,800 328,200 380,300 450,500

261,000 344,600 396,900 462,300

276,900 361,000 409,400 473,600

292,700 377,500 422,200 484,900

307,600 394,100 434,700 495,600

323,100 406,600 446,700 506,000

337,800 418,000 458,200 516,100

10 350,700 428,600 469,000 525,700

11 363,400 438,100 479,800 535,400

12 375,800 447,200 490,100 544,300

13 385,000 456,100 499,800 552,900

14 393,800 464,800 509,500 561,500

15 401,000 473,500 517,800 569,800

16 405,700 482,000 526,200 578,200

17 410,200 488,000 534,600 586,000

18 412,700 492,900 541,200 592,500

19 497,000 547,700 597,700

20 500,300 552,400 602,300

21 503,800 557,000

22 507,300 561,600

23 510,700 565,700

24 514,100 569,800

294,700 346,500 397,800 465,300
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イ 医療職給料表（ ）２

職員 区分
職 務 級 級 級 級 級 級 級 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

再任用職員

の
の １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１ － －

２

３

４

５

６

７

８

９

再任用職員
以外 職員の

205,400 228,600 265,200 306,800 342,100

139,000 176,600 212,500 236,800 274,600 316,900 353,600

144,500 183,000 219,700 245,200 284,000 326,900 365,300

151,300 189,400 227,400 253,700 293,500 336,900 376,900

157,900 196,100 235,500 262,200 303,200 346,900 388,200

165,500 202,600 243,700 270,600 312,800 356,500 399,700

173,100 209,200 252,100 279,200 322,600 366,000 411,400

179,300 215,600 260,400 287,900 332,100 375,500 423,000

185,400 222,400 268,700 296,600 341,500 385,000 434,200

10 190,700 229,700 277,000 305,300 350,700 394,500 444,200

11 196,100 236,600 285,200 313,800 359,800 404,000 453,700

12 201,300 243,300 293,200 322,100 368,200 412,600 461,600

13 206,200 249,800 301,100 329,800 376,800 420,700 467,900

14 211,000 256,200 308,800 337,400 384,500 426,700 474,300

15 215,400 261,700 316,100 344,600 390,600 432,400 480,900

16 219,800 267,100 323,100 350,400 396,300 436,300 485,000

17 223,900 272,100 329,500 355,400 400,900 440,000 489,100

18 228,100 277,200 335,500 360,000 405,400 443,900

19 231,500 281,600 339,400 363,400 409,200 447,500

20 234,400 286,000 343,400 366,900 412,600 451,100

21 237,400 289,200 346,800 370,100 416,100

22 239,700 291,700 349,500 372,900 419,500

23 241,400 294,000 352,100 375,700 422,900

24 295,700 354,400 378,000

25 297,500 356,700 380,400

26 299,200 358,700 382,900

27 301,100 360,800 385,500

28 302,800 362,900

29 365,100

30 367,300

188,400 215,500 253,400 270,700 301,000 338,800 374,300
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ウ 医療職給料表（ ）３

職員 区分
職 務 級 級 級 級 級 級 級 級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

再任用職員

の
の １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

１ － －

２

３

４

５

６

７

８

９

再任用職員
以外 職員の

220,900 243,200 274,400 310,800 343,100

152,000 178,900 227,800 250,400 282,800 320,200 354,600

157,600 187,300 235,600 257,700 291,300 330,200 366,200

163,400 196,600 242,800 265,200 299,700 340,400 377,700

169,600 202,300 250,000 272,700 308,300 350,500 389,300

177,800 208,200 257,300 280,400 316,900 360,200 401,200

186,200 214,100 264,600 288,100 325,200 369,700 413,300

194,900 220,700 271,900 296,000 333,500 379,100 424,600

200,000 227,600 279,200 303,900 341,100 388,800 435,700

10 205,300 235,300 286,800 311,900 348,600 398,600 446,200

11 210,600 242,500 294,300 319,600 356,100 408,500 456,500

12 216,000 249,700 301,900 327,100 363,400 417,700 465,500

13 221,600 257,000 309,200 334,200 370,900 426,100 473,300

14 227,400 264,300 316,200 341,100 378,200 434,700 481,000

15 233,300 271,500 323,100 347,900 385,700 443,000 488,700

16 239,000 278,700 329,500 354,400 392,700 450,700 495,700

17 244,600 286,000 335,800 360,700 399,300 458,400 500,400

18 250,100 293,100 341,700 366,900 405,200 466,100 504,600

19 255,900 300,000 347,600 372,900 409,900 473,000 508,400

20 261,300 306,900 353,400 378,400 414,000 477,600

21 266,300 313,700 359,100 383,700 418,200 481,600

22 271,300 319,800 364,600 388,600 422,000 485,100

23 275,500 325,600 369,700 392,500 425,300

24 279,900 331,400 374,600 395,800 427,800

25 283,900 336,800 378,600 398,900

26 288,000 340,700 381,900 402,200

27 291,500 344,000 384,900 405,100

28 294,600 347,000 387,700 407,500

29 297,100 349,700 390,500

30 299,200 351,800 393,200

31 301,000 353,800 395,500

32 302,900 355,700

33 304,800 357,600

34 306,700 359,700

35 308,600 361,800

36 310,500 364,000

37 312,300 366,300

38 314,400 368,500

39 316,300

40 318,400

41 320,200

235,200 267,900 274,900 286,200 309,000 350,100 380,500
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別表第 特定任期付職員給料表（第 条関係）２ ２ ３の

号 給 給 料 月 額

円

円

円

円

円

円

円

職務 級 級 級 級 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

１

２

３

４

５

６

７

１ ２ ３ ４

１

２

３

４

５

６

７

８

９

404,000

457,000

514,000

585,000

668,000

781,000

913,000

120,600 218,200 262,300 313,800

124,300 226,200 270,800 323,700

128,100 234,600 279,400 333,600

131,900 243,500 288,000 343,300

134,400 252,500 296,400 352,700

138,800 260,900 304,800 361,900

143,300 279,400 310,900 370,900

148,500 288,000 320,200 379,600

154,300 296,400 329,500 388,000

10 160,200 304,800 338,700 395,300

11 166,500 310,900 348,000 404,600

12 177,400 320,200 357,200 413,200

13 184,400 329,500 366,100 421,100

14 190,200 338,700 374,800 426,900

15 195,500 348,000 382,300 432,500

16 205,700 357,200 387,800 436,300

17 213,300 366,100 392,800 440,000

18 221,100 374,800 400,500 443,900

19 229,000 382,300 405,200 447,500

20 236,400 387,800 409,400 451,100

21 252,500 392,800 412,900

22 260,900 396,200 416,600

23 269,300 399,700 420,100

24 277,600 403,100 423,600

25 285,700 406,500 427,100

26 296,400 409,900

27 304,800 413,300

28 313,100 416,700

29 321,100

30 328,500

31 335,900

32 343,100

の

別表第 現業職給料表（第 条関係）

現業職給料表（ ）

３ ３

１ア
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33 348,600

34 353,300

35 357,300

36 360,600

37 363,400

38 366,300

39 368,800

40 371,300

41 373,800

42 376,400

43 379,000

44 381,600

150,100 187,400 215,300

職 務 級
給 料 月 額

第 類 第 類 第 類

級 円 円 円

の
１ ２ ３

１

切替日 者 属 職務 級 最高 号給 号給下位 号給 差額×

者 切替日 前日 給料月額 切替日 前日 者 属 職務 級 最高
切替日 前日 者 属 職務 級 最高 号給 号給下位 号給 差額

号給 額＋切替日 者 属 職務 級 最高 号給 額

におけるその の する の における の とその の との

その の の における の におけるその の する の における の
の におけるその の する の における の とその の との

の におけるその の する の における の の

１

－
１

（委任）

前項 定 、 規程 施行 関 必要 事項 、管理者 定 。

現業職給料表（ ）

附 則

（施行期日）

規程 、平成 年 月 日 施行 。

（最高号給 超 給料月額 切替 等）

平成 年 月 日（以下「切替日」 。） 前日 職務 級 最高 号給 超 給料月

額 受 職員 切替日 給料月額 、次 式 算定 額 、 受 期間 通算

期間 、管理者 定 。

３

２

１ １

２ １

に めるもののほか この の に し な は が める

イ

この は から する

を える の え

という の において の における の を える

を けていた の における は の により した とし これを ける に さ

れることとなる は が める

15 12

15 12
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